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第 1 章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1.1 公告及び縦覧の概要 

「環境影響評価法」第７条の規定に基づき、一般の環境保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、公告の

日から起算して１ヶ月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表した。 

 

1.1.1 公告 

(1) 公告の日 

令和２年11月26日（木） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞紙への掲載 

令和２年11月26日（木）付の福島民報朝刊及び福島民友朝刊に広告を掲載した。（資料 1） 

 

② 事業者のウェブサイトへの掲載 

令和２年11月26日（木）から事業者のウェブサイトに広告を掲載した。（資料 2） 

 

1.1.2 縦覧 

(1) 県庁舎及び市庁舎における縦覧 

方法書の縦覧場所及び縦覧期間等、縦覧者数は、表 1に示すとおりである。福島県庁舎１箇

所、福島市庁舎３箇所において縦覧を行い、縦覧者数は計１名であった。 

表 1 縦覧の場所、期間、時間、縦覧者数 

縦  覧  場  所 縦覧期間 縦覧時間 縦覧者数 

福島県生活環境部環境共生課 
福島県福島市杉妻町2-16 

西庁舎８階 令和２年 

11月26日(木) 

～ 

令和２年 

12月25日(金) 

(土曜、日曜、 

祝日を除く) 

8：30～ 

17：15 

１名 

福島市環境部環境課 福島県福島市五老内町3-1 ０名 

福島市環境部環境課環境保全係 福島県福島市桜木町8-13 ０名 

福島市松川支所 福島県福島市松川町字杉内33 ０名 

 

(2) インターネットの利用による公表 

事業者のウェブサイトに方法書及び要約書を掲載し、公表した（資料 2）。公表期間は、縦

覧期間と同じ令和２年11月26日（木）～令和２年12月25日（金）とし、その期間は常時アクセ

ス可能な状態とした。 

 また、福島県のウェブサイトと事業者のウェブサイトをリンクすることにより、福島県のウ

ェブサイトから方法書及び要約書を参照可能とした。 
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1.2 方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第７条の２の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会（以

下「説明会」という。）を開催した。説明会の開催場所、開催日時、来場者数は表 2に示すとお

りである。来場者数は１名であった。 

表 2 説明会の開催場所、日時、来場者数 

開 催 場 所 開 催 日 時 来場者数 

福島市松川学習センター 

（福島県福島市松川町字杉内33） 

令和２年12月14日(月) 

午後６時～午後７時30分 
１名 

 

1.3 方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第８条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見書の

提出を受け付けた。 

 

1.3.1 意見書の提出期間 

令和２年11月26日（木）～ 令和３年１月15日（金）［事業者への郵送は、当日消印有効］ 

 

1.3.2 意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けられた意見箱への投函 

・事業者への郵送 

 

1.3.3 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は０通であった。 

・意見箱への投函：０通 

・事業者への郵送：０通 
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第 2 章 環境影響評価方法書について提出された環境保全の見地から

の意見の概要とこれに対する事業者の見解 

「環境影響評価法」第８条第１項の規定に基づき、方法書についての意見書の提出により述べ

られた環境の保全の見地からの意見はなかった。 

 したがって、環境影響評価法第９条及び電気事業法第46条の６第１項の規定に基づく、方法書

についての意見に対する事業者の見解はない。 

 

 

 



 

資料－1 

資料 1 福島民報及び福島民友への広告内容 

＜福島民報への広告内容（令和２年11月26日 23面 臨時広告）＞ 

 



 

資料－2 

＜福島民友への広告内容（令和２年11月26日 21面 臨時広告）＞ 

 
 



 

資料－3 

資料 2 事業者ウェブサイトでの広告内容 
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資料－7 

 

資料 3 縦覧場所の状況 

 
福島県生活環境部環境共生課 

 
福島市環境部環境課 

  

 
福島市環境部環境課環境保全係 

 
福島市松川支所 

 




